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社会教育委員会議 第２次枚方市立図書館蔵書計画について 【新旧対照表】 

新 旧 

 

１．構成の変更 

 

 

 

 

     

□枚方市立図書館蔵書計画の構成 
 

枚方市立図書館資料選書基準 
枚方市立図書館蔵書管理基準 
枚方市立図書館蔵書保存基準 
枚方市立図書館蔵書除籍基準 枚方市立図書館蔵書計画    

枚方市立図書館 
蔵書計画基本指針 

＜資料収集基準＞ 第２回枚方市社会教育委員会議 資料７ 
□第２次枚方市立図書館蔵書計画の構成 
 

 
第２次枚方市立図書館蔵書計画   

２．＜資料収集基準＞ 資料収集基準 

３．＜蔵書管理等基準＞蔵書管理基準 
蔵書保存基準 
蔵書除籍基準 １．資料収集・蔵書管理等基本方針 

Ⅰ．基本的な考え方 

Ⅱ．各方針及び基準 
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２．資料収集基準を一部修正 

ｂ．収集しない資料 

以下の資料は、収集対象外とする。 

 

 

（削 除） 

 

 

(ａ)学習参考書、個別の受験校案内、個人が資格等取得のために常時手

元に置いて使用することが前提となる資料や、資格取得に必要なノウハ

ウの説明に重点を置き、資格内容の説明に主眼を置いていない資格参

考書、各種検定の攻略本、書き込み式の問題集（受験・資格取得・検定

等目的を問わず） 

(ｂ)書き込み、切り取り、可動等を前提とした資料 

(ｃ)造本が図書館での利用に向かない資料（造本が粗雑な一部の厚紙絵

本、鍵盤付絵本など） 

（削 除） 

(ｄ) 各種ゲーム類のいわゆる攻略本に類する資料（ただし、一般的なルー

ル解説資料は除く） 

(ｅ) 図書館での貸出が許可されない付録ＤＶＤ付き資料 

（削 除） 

 

 

②リクエストの取り扱い 

市立図書館で所蔵していない資料について閲覧希望（リクエスト）が

あった場合は、以下の取扱とする。 

   (1)リクエストは図書館資料の選定に際して参考にするためのもの（＊２５）と

する。 

(2)以下の資料については、リクエストがあってもそれに基づく新たな購入

は行わない。 

    ａ．学習参考書、個別の受験校案内、個人が資格等取得のために常時

手元に置いて使用することが前提となる資料や、資格取得に必要なノ

ウハウの説明に重点を置き、資格内容の説明に主眼を置いていない

資格参考書、各種検定の攻略本、書き込み式の問題集（受験・資格

取得・検定等目的を問わず）  

    ｂ．書き込み、切り取り、可動等を前提とした資料 

    ｃ．造本が図書館での利用に向かない資料（ダンボール製の絵本、鍵盤

付絵本など） 

    ｄ．漫画 

    ｅ．各種ゲーム類のいわゆる攻略本に類する資料（ただし、一般的なル

ール解説資料は除く） 

    ｆ．図書館での貸出が許可されない付録ＤＶＤ付き資料  

    ｇ．市立図書館で定期購読していない新聞・雑誌および図書コード（ＩＳＢ 

          



3 

 

新 旧 

 

(f) ビデオ、カセットテープ、レコード等の市立図書館が収集対象としてい

ない非活字資料または非活字資料が主な利用対象である付録付図書

（英会話教材・ＤＶＤブックなど） 

(g) 明らかに付録が主である資料（ブランドバッグ付図書など） 

(h) ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ付の年賀状のテンプレート集など、出版

後少人数に貸し出した後は資料的価値を失ってしまう資料 

 

（削 除） 

 

 

 

 

 

Ｎ）の付いていない季刊以上頻度で発行されている逐次刊行物 

ｈ．ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、カセットテープ、

レコード等の非活字資料または非活字資料が主な利用対象である付

録付図書（英会話教材・ＤＶＤブックなど） 

     ｉ．明らかに付録が主である資料（ブランドバッグ付図書など） 

     ｊ．ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ付の年賀状のテンプレート集など、出版

後少人数に貸し出した後は資料的価値を失ってしまう資料 

(3)上記(2)を除くリクエストに対しては、市立図書館が収集対象としている資料

形態に限り、市外の公共図書館等からの借受または購入等により当該資料の

提供に努める。ただし市外の公共図書館等からの借受が期待できず、市立図

書館全館および各館の蔵書構成のバランスや資料購入予算の状況、その他

資料収集基準等を総合的に勘案して、資料を購入する判断に至らなかった場

合は、提供できないことがある。 
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３．児童学習漫画を収集範囲に 

 ｇ．漫画（一般・児童） 

   (a)全館共通 

 ①内容・装丁を問わず、書誌データ（ＭＡＲＣ）（＊２３）上漫画に分類

（NDC：726.1）されている図書、または書誌データ上にコミック・漫画

等の表記のある図書、あるいは図書等の全ページの２分の１を超え

る部分にわたり、コマ割りまたはコマ割りに近い表現で書かれた部

分がある図書を漫画と定義する。ただし、書誌データ上漫画に分類

（NDC：726.1）されている図書であっても、漫画にかかる評論等の場

合はこの限りではない。 

②漫画は基本的に寄贈により蔵書を構成する。 

      ・ストーリー漫画(コミック)も寄贈受入対象とする。 

      ・漫画関連各賞の受賞作品に留意し寄贈受入対象とする。 

      ・評価の定まった作家の作品や書評に取り上げられた作品に留意し

寄贈受入対象とする。 

③学習漫画・主題漫画は、さまざまなテーマで入門的な役割を果たすも

のや、漫画表現を行うことにより、テーマの理解が効果的に増進され

るもの、同分野の最新情報が類書では得られなくなっているもの（児

童対象の歴史漫画等）を見計らい等で現物確認するなど慎重に検討

した上で限定的に選定し、例外として購入対象とすることがある。 

 

 

 

⑦漫画（一般・児童） 

   (1)全館共通 

    ａ．内容・装丁を問わず、書誌データ（ＭＡＲＣ）（＊２７）上漫画に分類

（NDC：726.1）されている図書、または書誌データ上にコミック・漫画等

の表記のある図書、あるいは図書等の全ページの２分の１を超える部

分にわたり、コマ割りまたはコマ割りに近い表現で書かれた部分があ

る図書を漫画と定義する。ただし、書誌データ上漫画に分類（NDC：

726.1）されている図書であっても、漫画にかかる評論等の場合はこの

限りではない。 

ｂ．漫画は基本的に寄贈により蔵書を構成する。 

    ｃ．ストーリー漫画も収集対象とする。 

     

 

 

ｄ．学習漫画・主題漫画は、さまざまなテーマで入門的な役割を果たすも

のや、漫画表現を行うことにより、テーマの理解が効果的に増進される

もの、類書のないものを限定的に収集する。 

 

 

    ｅ．漫画関連各賞の受賞作品の収集に留意する。 

    ｆ．評価の定まった作家の作品を収集する。 
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④漫画の視覚的な特性を考慮し、暴力及び性表現の露骨なもの、反社

会的・非道徳的な事柄を扱っているものは慎重に収集し、人間や生

命の尊厳を脅かすもの、人権侵害・差別について配慮を欠くと認めら

れるものについては寄贈があっても受け入れしない。  

    ⑤その他、欠本補充を含め、需要を参考に限定的に寄贈受入する。 

    ⑥漫画については、別途所蔵館を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．漫画の視覚的な特性を考慮し、暴力及び性表現の露骨なもの、反社

会的・非道徳的な事柄を扱っているものは慎重に収集し、人間や生命

の尊厳を脅かすもの、人権侵害・差別について配慮を欠くと認められ

るものについては収集しない。  

    ｈ．その他需要を参考に限定的に収集する。 

ｉ．漫画については、別途所蔵館を決定する。 
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４．資料保存期間の目安を明記 

(c)蔵書の保存期間 

（略） 

②永年保存対象でない蔵書の保存期間 

（略） 

〔類書がある蔵書の保存基準〕 

〈1〉コンピュータ関連の蔵書や医学関係の蔵書（病気についての 

一般的な資料）については、出版年から１０年を目安に保存す

る。 

〈２〉趣味・娯楽、実用書(＊２８)については、特に理由のない限り類

書で５冊程度、また、出版年から５年を目安に保存する。 

〈3〉旅行ガイド類は類書の有無に関わらず、長期の保存対象としな

い。出版年から５年を目安に保存する。 

〈4〉その他の類書がある蔵書については、資料的価値や利用頻

度、書庫スペース等を総合的に勘案して、出版年から１０年を

目安に、保存の必要性の有無を判断する。 

（略） 

5)逐次刊行物及び年鑑類は、市内図書館間での保存にかかる取り 

決め、その資料的価値等に応じてタイトルごとに保存期間を設定す

る。 

〔逐次刊行物の保存基準〕 

〈1〉雑誌の保存期間は、当該年を含まず、出版年から１年間を基  

 

③蔵書の保存期間 

（略） 

2)永年保存対象でない蔵書の保存期間 

（略） 

（類書がある蔵書の保存基準） 

・趣味・娯楽、実用書(注２)については、特に理由のない限り類書で５冊

程度を保存する。 

・旅行ガイド類は類書の有無に関わらず、長期の保存対象としない。 

・その他の類書がある蔵書については、資料的価値や利用頻度、書庫

スペース等を総合的に勘案して保存の必要性の有無を判断する。 

 

 

（略） 

 

 

 

 (5)逐次刊行物および年鑑類は、市内図書館間での保存にかかる取り

決め、その資料的価値等に応じてタイトルごとに保存期間を設定す

る。 

 

     



7 

     

新 旧 

本とする。 

〈２〉保存雑誌は、当該年を含まず、出版年から４年間保存する。 

〈3〉保存雑誌と定めていない雑誌は、当該年を含まず、基本的に出

版年から１年間保存する。 

ただし、自館の書庫スペース等により１年間より長く保存できる場

合はこの限りではない。 

〔新聞の保存基準〕 

〈1〉新聞の保存期間は、１年間を基本とする。 

〈2〉次月になった時点で先月分を書庫入れし、前年の先月に当た

る月の新聞を処理する。 

・自館の書庫スペース等により１年間より長く保存できる場合は

この限りではない。 

 ・中央図書館では、過去 3 年分の新聞を保存する。 

〈3〉新聞の縮刷版、及び、ＣＤ－ＲＯＭ版・ＤＶＤ版の新聞データ 

ベースは参考資料として、保存する。 

 

 

 

 

 

 

    


